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ミ
ネ
l

ミ
ノ

春
北
陸
道
を
経
て
出
羽
に
遮
れ
、
議
に
陸
奥
に
入
っ

て
藤
原
秀
衡
に
授
じ
た
。
こ
の
行
義
経
が
安
宅
の
闘

に
於
い
て
富
樫
泰
家
の
震
に
抑
留
せ
ら
れ
ん
と
し
た

が
、
排
匿
の
機
智
に
よ
っ
て
兎
れ
た
と
い
ふ
こ
と

は
、
頗
る
有
名
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
如
何
な
る
史
籍

に
も
之
を
見
る
こ
と
を
得
ぬ
。

C

C
吾
妻
鏡
の
記
、
述

l
義
経
逃
蜜
の
事
を
替
い
た
も

の
は
、
吾
妻
鏡
最
も
詳
し
く
、
玉
葉
之
に
次
ぎ
、
愚

管
抄
・
保
障
聞
記
・
百
錬
抄
・
卒
家
物
語
・
源
卒
盛
衰
記

は
頗
る
簡
単
で
あ
る
。
今
是
等
を
綜
合
し
て
見
る
こ

と
に
し
よ
う
。
観
朝
が
義
経
遺
捕
の
院
貨
を
得
た
の

は
文
治
元
年
十
一
周
十
一
日
で
あ
っ
た
が
、
十
七
日

吉
野
の
衆
徒
は
義
経
の
妾
穏
を
得
て
之
を
鞠
閲
す
る

と
、
義
経
は
初
め
大
物
捕
か
ら
挺
に
航
し
よ
う
と
し

た
が
、
暴
風
に
遭
う
て
行
く
を
得
ず
、
迭
に
ま
ヶ
周

の
聞
こ
の
山
に
低
れ
、
衆
徒
の
踏
起
せ
ん
と
す
る
を

聞
き
、
山
伏
に
扮
し
て
逐
電
し
た
と
の
賞
を
得
た
。

山
伏
擬
装
の
底
・
こ
L
に
初
め
て
見
え
る
。
こ
れ
か
ら

後
義
経
の
所
々
に
搬
閉
院
す
る
流
蓄
が
あ
っ
た
か
ら
、

述
。
に
追
求
し
た
が
篭
も
効
を
奏
せ
ず
。
迭
に
公
卿

食
践
を
行
ひ
、
宣
旨
を
Z.
織
七
道
に
下
し
、
義
経
の

名
が
コ
一
位
中
綿
藤
原
良
経
と
同
訓
で
あ
る
と
い
ふ
の

で
、
議
行
と
呼
び
鑓
へ
し
め
る
な
ど
の
滑
稽
を
ず
ら

演
じ
た
が
、
屯
も
褒
見
の
端
緒
を
得
ぬ
聞
に
、
文
治

ご
年
十
一
周
に
な
っ
た
。
こ
の
用
十
八
日
、
額
朝
は

南
北
ご
京
義
経
に
指
す
ろ
者
多
〈
、
朝
廷
の
厨
歯
亦

甚
だ
緩
慢
な
る
を
慨
し
、
更
に
遁
討
の
院
宣
を
下
さ

れ
ん
こ
と
を
奏
諭
し
た
。
因
っ
て
公
卿
は
院
の
殿
上

に
曾
し
て
採
る
べ
き
方
針
を
識
し
た
が
、
そ
の
席
上

で
九
傍
集
貨
は
所
々
の
関
節
を
固
め
よ
う
と
の
識
を

提
出
し
て
ゐ
る
。
こ
の
事
は
経
房
の
反
射
に
迦
う
て

武
行
せ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
関
所
の
こ
と
は
こ
ふ
ら

あ
た
り
か
ら
起
る
の
で
な
い
か
と
恩
は
れ
る
。
こ
の

曾
識
で
は
叉
義
経
を
義
行
と
し
た
か
ら
逮
捕
し
得
ぬ

と
し
て
、
義
頴
と
呼
ぶ
こ
と
に
決
し
た
が
、
こ
れ
も

粂
貨
の
献
策
で
あ
っ
た
。
次
い
で
義
額
逮
捕
の
宣
旨

は
十
一
刃
廿
五
日
に
畿
内
・
北
陸
に
下
さ
れ
た
。
こ

こ
に
北
陸
を
加
へ
た
の
は
、
義
経
が
こ
の
遣
を
潜
行

す
る
疑
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
〈
て
翌
三
年
に

入
る
と

1
E
nご
十
日
級
朝
が
使
を
伊
勢
に
遣
は
し

て
、
制
馬
八
疋
・
砂
金
サ
爾
・
御
額
三
腰
を
紳
宮
に
奉

献
し
て
、
義
経
の
遁
捕
を
祈
願
し
た
こ
と
の
み
で
、

全
く
捜
索
の
跡
を
絶
っ
て
ゐ
る
O

た
ど
苔
妻
鏡
に

は
、
『
二
用
十
日
壬
午
、
前
伊
謙
守
義
額
、
日
来
隠
=

住
所
々
日
度
々
一
週
二
泊
揃
使
筈
-
詑
。
議
一
路
=
伊
勢
美

濃
等
凶
一
赴
-
一
奥
州
↓
是
依
v
侍
=
陸
奥
守
秀
衡
入
道
櫨

勢
一
也
。
相
=
具
妻
室
男
女
吋
皆
似
-
一
一
安
於
山
伏
並
兇

費
等
二
宮
々
。
』
と
あ
る
が
、
途
経
=
伊
勢
美
濃
等
凶
-

か
ら
以
下
の
文
は
、
本
智
編
鎮
の
際
の
記
入
で
、
義

経
が
秀
衡
に
怒
っ
た
こ
と
の
、
三
年
ご
刃
に
夙
〈
偵

知
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い

O
R
つ
之
を
ご
用
十

日
に
係
け
た
の
は
、
伺
の
放
で
あ
る
か
を
知
ら
ぬ
が
、

謡
曲
安
宅
は
之
を
京
師
出
震
の
日
と
解
し
、
『
時
し
も

頃
は
き
さ
ら
ぎ
の
、
き
さ
ら
ぎ
の
十
日
の
夜
、
用
の

都
を
立
ち
出
で
て
、
』
の
文
字
・
綴
っ
て
ゐ
る
。
右
の

外
、
保
尚
聞
記
に
、
義
経
が
北
陸
滋
に
懸
け
て
奥
州

に
下
向
し
た
と
い
ひ
、
源
平
時
間
袋
記
に
年
来
の
裂
の

局
羽
越
求
郎
が
娘
を
伴
う
た
と
記
す
る
こ
と
が
注
訟

を
慈
く
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
て
玉
難
文
治
三
年
五
周

回
目
の
僚
に
、
義
綬
が
去
周
晦
日
英
作
の
山
寺
に
斬

ら
れ
た
と
の
風
説
を
母
げ
て
、
『
事
若
賞
者
天
下
之
悦

也
。
』
と
密
い
た
ほ
ど
、
京
都
で
は
向
感
情
が
分
明
し

な
か
っ
た
が
、
四
年

E
n九
日
の
保
に
辛
一
り
、
『
或
人

去
、
去
年
九
十
周
之
路
義
顕
在
=
奥
州
山
秀
衡
隠
而

置
v
之
。
』
と
の
俸
聞
を
記
し
、
次
い
で
ご
月
入
日
出

羽
に
遣
は
し
た
法
師
昌
愈
の
申
紋
に
よ
っ
て
、
義
経

の
奥
州
に
椴
師
匠
す
る
こ
と
を
知
っ
た
と
述
べ
て
ゐ

る
。
こ
の
感
は
百
錬
抄
の
四
年
二
周
十
ご
日
の
僚
に

も
、
『
九
郎
義
経
在
=
出
羽
凶
-
之
由
凶
司
言
上
。
』
と
あ

る
か
ら
、
直
に
義
経
の
行
動
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の

は
此
の
頃
で
あ
り
、
随
っ
て
開
局
十
四
日
重
ね
て
義

経
過
討
の
院
宣
を
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

〈
一
一
一
〉
稗
史
と
謡
物

l
議
経
を
題
材
と
し
た
稗
史
叉
は

謡
物
に
は
、
第
一
に
義
経
記
が
あ
り
、
第
ご
に
幸
若

の
富
樫
及
び
笈
援
が
あ
り
、
第
三
に
謡
曲
安
宅
が
あ

り
、
第
四
に
盛
長
私
記
が
あ
る
。
是
等
は
各
項
を
分

け
て
述
べ
た
。

ハ
四
)
能
積
一
辿
地
殻
l
古
来
地
方
人
の
設
に
、
義
経
の

加
賀
を
過
ぎ
る
や
、
路
を
能
鷲
に
取
旬
、
珠
洲
岬
か

ら
莱
般
し
て
越
後
に
入
っ
た
と
す
ろ
も
の
が
あ
り
、

能
鷲
の
外
捕
に
は
到
る
所
義
経
に
闘
す
る
事
践
を
俸

へ
て
ゐ
る
o
そ
の
中
、
縞
捕
か
ら
富
制
球
に
来
る
諮
滋

の
荒
木
で
は
、
義
経
が
こ
L
を
・
過
ぎ
た
時
、
『
よ
し
つ

ね
が
身
の
さ
び
万
と
ぎ
に
来
て
荒
木
の
鞘
に
入
る
ぞ

か
な
し
き
』
と
詠
ん
だ
と
い
ひ
、
進
ん
で
関
野
に
至

れ
げ
、
議
終
の
憩
ζ
J

た
腕
で
あ
る
と
い
ふ
凹
凸
の
石

が
あ
る
。
叉
時
凶
大
川
の
遜
に
、
義
経
舟
隠
と
穏
す

る
制
胞
が
あ
り
、
廷
に
寺
家
の
須
々
一
柳
祉
に
は
、
義

経
の
奉
納
し
た
と
い
ふ
榔
折
箇
・
高
麗
筒
が
あ
る
。

是
等
何
れ
の
世
い
か
な
る
閑
人
の
成
し
た
戯
施
な
る

か
を
知
ら
ぬ
が
、
そ
れ
に
封
し
て
考
穏
を
ず
ら
試

み
、
強
絡
の
此
の
遣
を
取
っ
た
の
は
袈
室
の
焚
平
時

忠
が
、
官
時
記
流
せ
ら
れ
て
能
驚
に
あ
っ
た
か
ら
、

そ
れ
を
紡
ふ
鑓
で
あ
っ
た
と
い
ふ
河
崎
秀
態
さ
へ
あ

っ
た
こ
と
は
、
笈
捜
追
加
之
起
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

越
登
賀
三
州
志
に
、
『
義
経
今
年
時
忠
卿
能
鷲
の
配

所
を
訪
は
ん
た
め
、
能
州
に
到
る
こ
と
有
た
る
な
ら

ん
。
』
と
あ
る
の
も
、
秀
態
に
銭
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

国
軍
部
本
郷
に
毘
す
る
部
落
。

本

嶺

八
二
四

εノ
ウ
ラ
チ
カ
マ
ザ
箕
浦
活
政
泡
稽
忠
三
郎
・

左
隣
。
亭
保
十
入
年
幼
少
で
、
養
失
安
左
衛
門
の
隊

三
の
一
を
襲
ぎ
、
元
文
読
年
本
知
百
五
十
石
に
復
し
、

前
回
宗
辰
御
側
小
綿
・
小
松
御
馬
廻
に
任
じ
た
が
、

従
属
四
年
乱
心
開
椋
の
不
行
跡
に
よ
っ
て
知
行
を
召

放
さ
れ
た
。

εノ
バ
バ
美
濃
馬
場
白
山
の
三
方
馬
場
の
一

つ
で
、
美
鶴
郡
上
郡
長
翻
の
長
泊
寺
を
い
ふ
。
白
山

記
に
淳
和
天
皇
天
長
九
年
に
=
一
方
馬
場
が
開
か
れ
た

と
し
、
ま
た
『
美
乃
下
山
長
灘
寺
七
社
。
石
間
代
と

云
註
ま
で
女
人
は
審
詣
す
と
云
々
。
』
と
も
あ
る
0
.石

£
ネ
キ
Z
号
ン
嶺
喜
右
衛
門
天
正
四
年
前
凶

利
家
に
仕
ヘ
、
二
百
石
を
領
し
、
元
利
七
年
波
。
子

孫
務
に
世
襲
す
る
。

さ
ネ
ノ
ヤ
シ
ロ
嶺
之
位

J
ア
メ
ノ
ヒ
カ
ヂ
ヒ

メ
ジ

y
ジ
ヤ
天
日
陰
出
時
制
枇
ハ
鹿
島
郡
芹
川
d
o

ミ
ノ
ウ
ラ
ゴ
ロ
ザ
エ
モ
ン
キ
キ
ガ
キ
箕
浦
五
郎

左
衛
門
問
書
一

mm。
表
紙
に
岡
審
物
議
と
醤
し
、

『
畠
山
秋
高
越
後
謙
信
景
勝
陰
虎
佐
々
内
務
助
前
凶

利
家
卿
柴
田
修
理
付
佐
久
間
玄
審
』
と
あ
り
、
末
に

寛
文
十
二
年
箕
浦
五
郎
左
衛
門
中
原
高
良
と
m
有
す

る。
ミ
ノ
ウ
ヲ
シ
ン
ザ
Z

号
ン
箕
浦
新
左
衛
門
五

郎
左
衛
門
高
良
の
子
。
領
三
百
石
。
延
資
元
年
一
一
一
月

十
一
日
御
使
番
と
な
り
、
役
料
百
五
十
石
を
賜
は
り
、

同
六
年
夜
し
た
。

εノ
ウ
ラ
タ
カ
ヨ
シ
箕
浦
高
度
遺
構
武
郎
左

衛
門
。
貨
は
多
賀
鴎
庵
の
ご
男
で
、
姻
忠
俊
の
家
人

箕
浦
内
腿
の
養
子
と
な
り
、
前
回
利
常
に
召
出
さ
れ

て
三
百
石
を
受
け
、
箕
揃
一
点
郎
左
衛
門
間
替
の
務
が

あ
る
。
延
貸
元
年
十
周
七
十
四
践
を
以
て
裂
。
高
良

か
ら
五
代
左
膳
涯
政
費
路
四
年
捜
し
て
家
断
絶
し

た
。


